
（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

①  件 名 平成 28 年度固定資産税課税計算電算処理委託 

②  契 約 日 平成 28 年 4 月 1 日 

③ 契 約 期 間 
平成 28 年 4 月 1 日から 

平成 28 年 5 月 31 日まで 

④ 契 約 の 概 要 
平成 28 年度固定資産税の課税客体である土地、家屋、償却資産に

関わる賦課計算並びに納税通知書の作成 

⑤ 契 約 の 相 手 方 株式会社 アイシーエス 

⑥ 契 約 金 額 
金 5,795,280 円 

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額金 429,280 円） 

⑦ 
随意契約とした 

根 拠 条 項 
地方自治法施行令第 167 条の２第１項第 2 号の規定による 

⑧ 
随意契約とした 

理 由 

本業務は当町の個人情報を把握している者に委託する必要があり

競争入札に適さない。 

⑨ 
随意契約の相手方 

を選定した理由 

住民情報並びに固定資産税関連情報を有し、当業務に精通してお

り、誠実な履行実績があることから選定した。 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 平成 28 年 4 月 1 日  午後 1 時 15 分 

予定価格（税込） 5,833,149 円 予定価格（税抜） 5,401,064 円 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

(株)アイシーエス 5,366,000 円 円 決定 

 円 円  

 円 円  

 円 円  

 円 円  

⑪ 発 注 担 当 課 税務課 

 

  



（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

① 件 名 住民税課税計算等電算処理業務委託 

② 契 約 日 平成２８年 ４月 １日 

③ 契 約 期 間 
平成２８年 ４月 １日から 

平成２９年 ３月３１日まで 

④ 契 約 の 概 要 住民税課税計算 

⑤ 契 約 の 相 手 方 (株) アイシーエス 

⑥ 契 約 金 額 
金  ４，１８８，６５７円 

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額金 301,270 円） 

⑦ 
随意契約とした 

根 拠 条 項 
地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号の規定による 

⑧ 
随意契約とした 

理 由 
住民情報を有している必要があるため 

⑨ 
随意契約の相手方 

を選定した理由 
住民情報を有しており、業務に精通しているため 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 平成２８年 ４月 １日   １３時００分 

予定価格（税込） 4,384,800 円 予定価格（税抜） 4,060,000 円 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

(株) アイシーエス 3,878,387 円 円 決定 

 円 円  

 円 円  

 円 円  

 円 円  

⑪ 発 注 担 当 課 税務課 

 

  



（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

① 件 名 国民健康保険税賦課計算業務委託 

② 契 約 日 平成２８年 ４月 １日 

③ 契 約 期 間 
平成２８年 ４月 １日から 

平成２９年 ３月３１日まで 

④ 契 約 の 概 要 住民税課税計算 

⑤ 契 約 の 相 手 方 (株) アイシーエス 

⑥ 契 約 金 額 
金  １，５２３，６８５円 

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額金  112,865 円） 

⑦ 
随意契約とした 

根 拠 条 項 
地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号の規定による 

⑧ 
随意契約とした 

理 由 
住民情報を有している必要があるため 

⑨ 
随意契約の相手方 

を選定した理由 
住民情報を有しており、業務に精通しているため 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 平成２８年 ４月 １日   １３時００分 

予定価格（税込） 1,542,412 円 予定価格（税抜） 1,428,160 円 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

(株) アイシーエス 1,410,820 円 円 決定 

 円 円  

 円 円  

 円 円  

 円 円  

⑪ 発 注 担 当 課 税務課 

 

  



（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

① 件 名 軽自動車税計算電算処理業務委託 

② 契 約 日 平成２８年 ４月 １日 

③ 契 約 期 間 
平成２８年 ４月 １日から 

平成２８年 ５月３１日まで 

④ 契 約 の 概 要 軽自動車税課税計算 

⑤ 契 約 の 相 手 方 (株) アイシーエス 

⑥ 契 約 金 額 
金  ７３７，６４０円 

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額金  54,640 円） 

⑦ 
随意契約とした 

根 拠 条 項 
地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号の規定による 

⑧ 
随意契約とした 

理 由 

税の課税情報、収納情報を一元管理するシステムを有しているた

め。 

⑨ 
随意契約の相手方 

を選定した理由 

税の課税情報、収納情報を一元管理するシステムを有しているた

め。 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 平成２８年 ４月 １日   １３時３０分 

予定価格（税込） 737,640 円 予定価格（税抜） 683,000 円 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

(株) アイシーエス 683,000 円 円 決定 

 円 円  

 円 円  

 円 円  

 円 円  

⑪ 発 注 担 当 課 税務課 

 

  



（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

① 件 名 平成 28 年度特定保健指導委託 

② 契 約 日 平成 28 年 4 月 1 日 

③ 契 約 期 間 
平成 28 年 4 月 1 日から 

平成 29 年 3 月 31 日まで 

④ 契 約 の 概 要 

高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、特定保健指導事業を実

施する。特定保健指導にかかる積極的支援（３ヶ月間短期指導を行

い、６ヵ月後評価を実施）を行う。 

⑤ 契 約 の 相 手 方 公益財団法人 岩手県予防医学協会 会長 石川 育成 

⑥ 契 約 金 額 
積極的支援 （初回面接～中間面接）27,216 円 

〃   （終了時評価）  3,024円 

⑦ 
随意契約とした 

根 拠 条 項 
地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号の規定による 

⑧ 
随意契約とした 

理 由 

健康センターにスタッフを派遣して指導を行える業者は他にない

ため。また、実績があり、契約を履行しないおそれがないため。 

⑨ 
随意契約の相手方 

を選定した理由 

保健指導に係る専門スタッフが揃っており、健康センターに出向い

て指導を行うことができる。また、希望した日程でスタッフを揃え

事業を行うことができるため。 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 平成 28 年 4 月 1 日 13 時 15 分 

予定価格（税込） 

積極的支援 

（初回面接～中間面接） 

単価 27,216 円 

（終了時評価） 

単価 3,024 円 

予定価格（税抜） 

積極的支援 

（初回面接～中間面接） 

単価 25,200 円 

（終了時評価） 

単価 2,800 円 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

公益財団法人 

岩手県予防医学協会 

積極的支援 

（初回面接～中間面接） 

単価 25,200 円 

（終了時評価） 

単価 2,800 円 

円  

  円  

  円  

⑪ 発 注 担 当 課  健康推進課 

 

  



（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

① 件 名 平成 28 年度幼児歯科集団健康診査業務委託 

② 契 約 日 平成 28 年 4 月 1 日 

③ 契 約 期 間 
平成 28 年 4 月 1 日から 

平成 29 年 3 月 31 日まで 

④ 契 約 の 概 要 

問診、視診、触診及びフッ素塗布により歯牙及び歯周組織の状況を

検査し、その結果を検診票に記載し、歯牙及び口腔の健康維持と増

進のため歯科指導を実施する 

⑤ 契 約 の 相 手 方 岩手八幡平歯科医師会 会長 南舘 祐二 

⑥ 契 約 金 額 
単価 金 36,600 円 

（うち取引にかかる消費税額及び地方消費税額込） 

⑦ 
随意契約とした 

根 拠 条 項 
地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号の規定による 

⑧ 
随意契約とした 

理 由 

専門的知識、技術を有し、かつ受診者の利用しやすさに考慮し、目

的を達成するため。 

⑨ 
随意契約の相手方 

を選定した理由 

医療機関は、検診後に再度利用する場合、利用しやすいように町内

の医療機関とした。 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 平成  年  月  日     時    分 

予定価格（税込） 円 予定価格（税抜） 円 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

 円 円  

 円 円  

 円 円  

 円 円  

 円 円  

⑪ 発 注 担 当 課  健康推進課 

 

 

  



（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

① 件 名 平成 28 年度予防接種業務委託 

② 契 約 日 平成 28 年 4 月 1 日 

③ 契 約 期 間 
平成 28 年 4 月 1 日から 

平成 29 年 3 月 31 日まで 

④ 契 約 の 概 要 

予防接種法第５条第１項及び予防接種法施行令第１条の２第１項

の規定により、感染症の予防及びその流行を未然に防止するため、

予防接種をする。 

⑤ 契 約 の 相 手 方 

一般社団法人 岩手西北医師会 会長 高橋 邦尚（上原小児科医

院・篠村医院・篠村泌尿器科クリニック・鴬宿温泉病院・雫石大森

クリニック） 

盛岡繋温泉病院・栃内第二病院・かつら内科クリニック（高齢者肺

炎球菌のみ） 

⑥ 契 約 金 額 別紙のとおり 

⑦ 
随意契約とした 

根 拠 条 項 
地方自治法施行令第 167 条の２第１項第 ２号の規定による 

⑧ 
随意契約とした 

理 由 

専門的知識、技術を有し、かつ受診者の利用しやすさに考慮し、目

的を達成するため。（被接種者の利便性と接種後の経過観察がしや

すいことを考慮し、町内の医療機関を選定した。） 

⑨ 
随意契約の相手方 

を選定した理由 

被接種者の利便性と接種後の経過観察がしやすいことを考慮し、町

内の医療機関を選定した。 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 平成  年  月  日     時     分 

予定価格（税込） 円 予 定 価 格 （ 税 抜 ） 円 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

    

    

    

    

    

⑪ 発 注 担 当 課  健康推進課 

 

  



別 表 

委 託 契 約 単 価 表    

 
別表（個別） 

個 別 接 種 の 種 類  委 託 料 摘       要 

（１）４種混合 

６歳未満 

１１，１９０円 

１期初回 生後３～９０月（３回） 

１期追加 生後３～９０月 １期初回 

     接種（３回）終了後、 

     ６ヶ月以上の間隔をおく（１回） 

６歳以上 

１０，３８０円 

（２）不活化ポリオ 

６歳未満 

９，９５０円 

１期初回 生後３～９０月（３回） 

１期追加 生後３～９０月 １期初回 

     接種（３回）終了後、 

     ６ヶ月以上の間隔をおく（１回） 

６歳以上 

９，１４０円 

（３）ジフテリア 

   破 傷 風 
４，６６０円 ２期 １１～１３才未満（ＤＴトキソイド） 

（４）麻しん・風しん 
９，６８０円 １期  生後１２～２４ヶ月未満 

９，６８０円 ２期 ５～７歳未満（小学校入学前の年長児） 

（５）麻しん   ６，７６０円 １期、２期、対象者のうち希望者 

（６）風しん   ６，７５０円 １期、２期、対象者のうち希望者 

（７）日本脳炎 

６歳未満  

７，４８０円 

１期初回 生後６～９０月（２回） 

追加 生後６～９０月 １期初回（２回） 

     終了後、６ヶ月以上の間隔をおく（１回） 

２期 ９歳～１３歳未満（１回） 

（特例措置） 

平成８年４月２日生～平成１９年４月１日生の未完了

者 

６歳以上  

６，６７０円 

（８）ヒトパピローマウ

イルス感染症（子

宮頸がん予防） 

１６，２２０円 
小学６年生（１２歳相当）から高校１年生（１６歳相当）

の女子 （３回） 

（９）ヒブ（インフルエ

ンザ菌ｂ型） 
８，５４０円 

生後２ヶ月から５歳未満の者 

初回 生後２～７ヶ月（３回） 

追加 初回接種後７ヵ月以上の間隔をおく（１回） 

（１０）小児用肺炎球菌 １２，０００円 

生後２ヶ月から５歳未満の者 

初回 生後２ヶ月～２歳（３回） 

追加 １歳以降、初回接種終了後６０日以上の間隔をお

く（１回） 

（１１）ＢＣＧ ７，３１０円 生後 １歳未満 

（１２）水痘 ８，９３０円 生後１２月から生後３６月に至るまでの者（２回） 

（１３）高齢者肺炎球菌 
８，１６０円 

（※１/２の助成有り） 

平成２７年度に、６５歳、７０歳、７５歳、８０歳、８

５歳、９０歳、９５歳、１００歳となる者（１回） 

６０歳から６５歳未満の者で、心臓、腎臓、呼吸器の機

能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程

度の障害やヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に

日常生活がほとんど不可能な程度の障害がある者のう

ち平成２６年度対象になった者を除く（１回） 

上記の金額は、消費税及び地方消費税を含むものとする。 

委託料は１回分の料金とし、消費税及び地方消費税を含むものとする。 



（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

① 件 名 平成 28 年度妊婦乳児医療機関委託健康診査等事業委託 

② 契 約 日 平成 28 年 4 月 1 日 

③ 契 約 期 間 
平成 28 年 4 月 1 日から 

平成 29 年 3 月 31 日まで 

④ 契 約 の 概 要 

母子保健法第 13 条及び雫石町妊婦乳児医療機関委託健康診査及び

乳幼児精密健康診査実施要項に基づき、妊婦や乳幼児の成長発達段

階の異常の有無を早期に発見し適切な治療につなげ、妊婦及び乳幼

児の健康の保持増進を図る。 

⑤ 契 約 の 相 手 方 
社団法人岩手県医師会、岩手県医療局（県立病院）、もりおかこど

も病院、盛岡赤十字病院、岩手県医科大学付属病院 

⑥ 契 約 金 額 別紙のとおり 

⑦ 
随意契約とした 

根 拠 条 項 
地方自治法施行令第 167 条の２第１項第 ２号の規定による 

⑧ 
随意契約とした 

理 由 

専門的知識、技術を有し、かつ受診者の利用しやすさに考慮し、目

的を達成するため。 

⑨ 
随意契約の相手方 

を選定した理由 

町内には産婦人科を設置している医療機関が無く、また、小児科を

設置している医療機関も１件のみであるため、受信者の利便性や選

択肢の多さを考慮し、近隣で、小児科または産婦人科を設置してい

る病院を選定した。なお、その他受診希望の病院等があった場合は

臨時委託契約をすることとする。 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 平成  年  月  日    時     分 

予定価格（税込） 円 予定価格（税抜） 円 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

    

    

⑪ 発 注 担 当 課  健康推進課 



 
別表１

第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回 第11回 第12回 第13回 第14回

８－１１ １２－１５ １６－１９ ２０－２３ ２４－２５ ２６－２７ ２８－２９ ３０－３１ ３２－３３ ３４－３５ ３６ ３７ ３８ ３９

1 2 3 2 3 4 3 5 2 6 7 2 2 2

17,700 5,060 9,840 5,060 5,060 4,650 9,840 6,790 5,060 11,340 4,750 5,060 5,060 5,060

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○  

○

○

○ ○ ○ ○ ○

　　○ラクトバチルス（Ｎスコア） ○（GBS）

○

子宮頸がん検診
様式第８号

公費負担額
3,400円

性器クラミジア

ABO血液型

Rh血液型

6回

公費負担額（円）

【健康診査】

　  健康状態の把握

　　 問診

週数

様式

細菌培養同定

　  保健指導

【検　査】

妊娠初期検査

C型肝炎抗体

HIV抗体価

HTLV-1抗体（ATL）

超音波検査

血液一般

血糖

妊娠36週～出産まで
（1週間に1回）

4回

梅毒血清検査

B型肝炎抗原

   ○

妊婦医療機関委託健康診査事業内容

妊娠初期～妊娠23週まで
（4週間に1回）

妊娠24週～妊娠35週
（２週間に1回）

4回時期

トキソプラズマ抗体

風疹

　　 内診（必要に応じ）

　  定期検査

　　 子宮底長、腹囲、浮腫

　　 血圧測定

間接クームス

血液検査

　　 尿検査（糖・蛋白）

　　 身長（初回)、体重



別紙 

 

 

 

別表２ 

乳児一般健康診査及び乳幼児精密健康診査内容 

委 託 事 業 事 業 内 容 

乳児一般健康診査 

１．問診及び診察 

２．栄養指導 

３．育児指導 

乳幼児精密健康診査 

 乳児医療機関委託一般健康診査及び乳幼児健康診査（１歳６か月児

及び３歳児健康診査を含む）の結果、疾病並びに心身の発達に異常の

疑いがある乳幼児に対し、その必要に応じて行う一般健康診査以外の

検査 

対象者は委託健康診査受診票を提示した者とする。 

 

 

 

別表３ 

別表２に係る公費負担額等 

委 託 事 業 公 費 負 担 額 

乳児一般健康診査 ５，７２０円 

乳幼児精密健康診査 

 乳児医療機関委託一般健康診査及び乳幼児健康診査（１歳６か月児及び

３歳児健康診査を含む）の結果、疾病並びに心身の発達に異常の疑いがあ

る乳児に対し、その必要に応じて行う一般健康診査以外の検査 

１．当該精密健康診査が療養の給付として行われた場合の額は、「診療報

酬の算定方法」（平成 28 年厚生労働省告示第 52 号）の診療報酬点数表

により算定した額から医療保険各法による負担額を控除した額とする 

２．当該精密健康診査が保険医療機関以外のものによって行われた場合の

額と療養の給付以外で行われた場合の額は、健康保険法の規定による療

養に要する費用の額の算定方法の診療報酬点数表により算定した額に

相当する額とする 

上記乳児一般健康診査に係る公費負担額は委託料として支払われ取引に係る消費税及び地方

消費 税が含まれるものとする。 



（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

① 件 名 平成 28 年度介護予防事業委託 

② 契 約 日 平成２８年 ４月 １日 

③ 契 約 期 間 
平成２８年 ４月 １日から 

平成２９年 ３月３１日まで 

④ 契 約 の 概 要 

地域の高齢者が自らの活動に参加し、健康教育、健康相談等の取り

組みを通じて介護予防に関する活動の普及、啓発や地域における自

発的な介護予防に質する活動の育成・支援を行う。 

⑤ 契 約 の 相 手 方 

①新岩手農業協同組合 代表理事組合長 久保 憲雄 

②日赤鶯鳴荘在宅介護支援センター 所長 奥寺 高秋 

③社団医療法人 三和会 理事長 齊藤 純 

④有限会社 介護しずくいし 取締役 高橋 絹子 

⑥ 契 約 金 額 別紙のとおり（単価契約） 

⑦ 
随意契約とした 

根 拠 条 項 
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定による 

⑧ 
随意契約とした 

理 由 

高齢者やその家族を支援する目的で行われる事業であることから、

目的及びその性質上競争入札に適さない。 

⑨ 
随意契約の相手方 

を選定した理由 

上記４事業所は介護予防活動支援実績が豊富であり、いずれの事業

所も地域の実情をきめ細やかに把握していることから。 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 平成２８年４月１日   １５時００分 

予定価格（税込） （別紙）円 予定価格（税抜） （別紙）円 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

（別紙） 円 円  

 円 円  

 円 円  

 円 円  

⑪ 発 注 担 当 課 長寿支援課 

 

 



 

（別紙） 

⑥契約金額  単価契約 介護予防普及啓発１人当たり 2,000 円 

            地域介護予防活動支援（屋内）１人当たり 2,000 円 

            地域介護予防活動支援（屋外）１人当たり 2,800 円 

 

件   名 平成２８年度介護予防事業委託 

見積参加者 ①雫石地区 新岩手農業協同組合 代表理事組合長 久保 憲雄 

 予定価格（税込） 予定価格（税抜） 第１回 第２回 摘 要 

介護予防普及啓発 

参加者 1 人当たり 
2,000 円 1,852 円 1,852 円  決 定 

地域介護予防活動支援 

参加者1人当たり（屋内） 
2,000 円 1,852 円 1,852 円  決 定 

地域介護予防活動支援 

参加者1人当たり（屋外） 
2,800 円 2,593 円 2,593 円  決 定 

見積参加者 ②御所地区 日赤鶯鳴荘在宅介護支援センター 所長 奥寺 高秋 

 予定価格（税込） 予定価格（税抜） 第１回 第２回 摘 要 

介護予防普及啓発 

参加者 1 人当たり 
2,000 円 1,852 円 1,852 円  決 定 

地域介護予防活動支援 

参加者1人当たり（屋内） 
2,000 円 1,852 円 1,852 円  決 定 

地域介護予防活動支援 

参加者1人当たり（屋外） 
2,800 円 2,593 円 2,593 円  決 定 

見積参加者 ③西山地区 社団医療法人 三和会 理事長 齊藤 純 

 予定価格（税込） 予定価格（税抜） 第１回 第２回 摘 要 

介護予防普及啓発 

参加者 1 人当たり 
2,000 円 1,852 円 1,852 円  決 定 

地域介護予防活動支援 

参加者1人当たり（屋内） 
2,000 円 1,852 円 1,852 円  決 定 

地域介護予防活動支援 

参加者1人当たり（屋外） 
2,800 円 2,593 円 2,593 円  決 定 

見積参加者 ④御明神地区 株式会社 しずく 代表取締役 高橋 絹子 

 予定価格（税込） 予定価格（税抜） 第１回 第２回 摘 要 

介護予防普及啓発 

参加者 1 人当たり 
2,000 円 1,852 円 1,852 円  決 定 

地域介護予防活動支援 

参加者1人当たり（屋内） 
2,000 円 1,852 円 1,852 円  決 定 

地域介護予防活動支援 

参加者1人当たり（屋外） 
2,800 円 2,593 円 2,593 円  決 定 

・単価契約である。 



（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

① 件 名 道の駅源泉・水源施設管理業務委託（平成 28 年度） 

② 契 約 日 平成２８年 ４月 １日 

③ 契 約 期 間 
平成２８年 ４月 １日から 

平成２９年 ３月３１日まで 

④ 契 約 の 概 要 

道の駅源泉・水源施設の管理業務 

・電気料支払業務（源泉施設分のみ） 

・施設の巡回点検 

・施設の外観点検 

・飲料水水質管理業務（消毒剤、PH 調整剤等薬品の投入） 

・源泉におけるメタンガスの濃度測定 

⑤ 契 約 の 相 手 方 
岩手県岩手郡雫石町橋場坂本 118 番地 10 

株式会社しずくいし 代表取締役 櫻田 久耕 

⑥ 契 約 金 額 
金 １，４５８，０００円 

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額金 108,000 円） 

⑦ 
随意契約とした 

根 拠 条 項 
地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号の規定による 

⑧ 
随意契約とした 

理 由 

道の駅付帯施設の管理業務であるため、道の駅施設管理と一体的

な管理体制が必要であり、特定の者と契約をしなければ業務に支障

をきたす恐れがあるため。 

⑨ 
随意契約の相手方 

を選定した理由 

平成 27 年度道の駅施設の指定管理者であることから、柔軟かつ

迅速的な管理が可能であるため。 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 平成２８年 ４月 １日   午後１時２０分 

予定価格（税込） 1,458,000 円 予定価格（税抜） 1,350,000 円 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

株式会社しずくいし 1,350,000 円 円 決定 

 円 円  

 円 円  

 円 円  

⑪ 発 注 担 当 課 観光商工課 



（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

① 件 名 道の駅トイレ・情報休憩施設管理業務委託（平成 28 年度） 

② 契 約 日 平成２８年 ４月 １日 

③ 契 約 期 間 
平成２８年 ４月 １日から 

平成２９年 ３月３１日まで 

④ 契 約 の 概 要 

道の駅トイレ・情報休憩施設の管理業務 

・トイレ・情報休憩施設（事務室含む）及び回廊（国施設部分）の

美化清掃 

・産廃回収分別処理 

・トイレ・情報休憩施設周辺の除雪 

・トイレ用消耗品の補充、点検 

⑤ 契 約 の 相 手 方 
岩手県岩手郡雫石町橋場坂本 118 番地 10 

株式会社しずくいし 代表取締役 櫻田 久耕 

⑥ 契 約 金 額 
金 ４，２１２，０００円 

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額金 312,000 円） 

⑦ 
随意契約とした 

根 拠 条 項 
地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号の規定による 

⑧ 
随意契約とした 

理 由 

道の駅付帯施設の管理業務であるため、道の駅施設管理と一体的

な管理体制が必要であり、特定の者と契約をしなければ業務に支障

をきたす恐れがあるため。 

⑨ 
随意契約の相手方 

を選定した理由 

平成 27 年度道の駅施設の指定管理者であることから、柔軟かつ

迅速的な管理が可能であるため。 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 平成２８年 ４月 １日   午後１時２０分 

予定価格（税込） 4,222,800 円 予定価格（税抜） 3,910,000 円 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

株式会社しずくいし 3,900,000 円 円 決定 

 円 円  

 円 円  

 円 円  

⑪ 発 注 担 当 課 観光商工課 



（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

① 件 名 小柳沢砂防公園管理業務委託（平成 28 年度） 

② 契 約 日 平成２８年 ４月 １日 

③ 契 約 期 間 
平成２８年 ４月 １日から 

平成２９年 ３月３１日まで 

④ 契 約 の 概 要 

小柳沢砂防公園管理業務 

・施設の適正かつ有効な利用の維持管理業務 

・施設の保守点検業務 

・日常清掃作業（施設、公園内の美化清掃） 

・産廃回収分別処理 

・電気料支払業務 

・浄化槽維持管理 

・刈払・除草・施肥等、樹木・芝生の管理 

・トイレ用消耗品の補充・点検 

⑤ 契 約 の 相 手 方 
岩手県岩手郡雫石町橋場坂本 118 番地 10 

株式会社しずくいし 代表取締役 櫻田 久耕 

⑥ 契 約 金 額 
金 ８６４，０００円 

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額金 64,000 円） 

⑦ 
随意契約とした 

根 拠 条 項 
地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号の規定による 

⑧ 
随意契約とした 

理 由 

道の駅付帯施設の管理業務であるため、道の駅施設管理と一体的

な管理体制が必要であり、特定の者と契約をしなければ業務に支障

をきたす恐れがあるため。 

⑨ 
随意契約の相手方 

を選定した理由 

平成 27 年度道の駅施設の指定管理者であることから、柔軟かつ

迅速的な管理が可能であるため。 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 平成２８年 ４月 １日   午後１時２０分 

予定価格（税込） 918,000 円 予定価格（税抜） 850,000 円 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

株式会社しずくいし 800,000 円 円 決定 

 円 円  

 円 円  

 円 円  

⑪ 発 注 担 当 課 観光商工課 



（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

① 件 名 道の駅駐車場等管理業務委託（平成 28 年度） 

② 契 約 日 平成２８年 ４月 １日 

③ 契 約 期 間 
平成２８年 ４月 １日から 

平成２９年 ３月３１日まで 

④ 契 約 の 概 要 

道の駅駐車場等管理業務 

・日常清掃作業（駐車場、回廊(町施設部分)の巡回清掃） 

・産廃回収分別処理 

・除雪作業（駐車場、施設連絡道ほか） 

・照明等電気料支払業務 

⑤ 契 約 の 相 手 方 
岩手県岩手郡雫石町橋場坂本 118 番地 10 

株式会社しずくいし 代表取締役 櫻田 久耕 

⑥ 契 約 金 額 
金 ３，０３４，８００円 

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額金 224,800 円） 

⑦ 
随意契約とした 

根 拠 条 項 
地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号の規定による 

⑧ 
随意契約とした 

理 由 

道の駅付帯施設の管理業務であるため、道の駅施設管理と一体的

な管理体制が必要であり、特定の者と契約をしなければ業務に支障

をきたす恐れがあるため。 

⑨ 
随意契約の相手方 

を選定した理由 

平成 27 年度道の駅施設の指定管理者であることから、柔軟かつ

迅速的な管理が可能であるため。 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 平成２８年 ４月 １日   午後１時２０分 

予定価格（税込） 3,034,800 円 予定価格（税抜） 2,810,000 円 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

株式会社しずくいし 2,810,000 円 円 決定 

 円 円  

 円 円  

 円 円  

⑪ 発 注 担 当 課 観光商工課 

 



（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

① 件 名 生涯活躍のまち移住促進センター運営業務委託 

② 契 約 日 平成２８年４月１日 

③ 契 約 期 間 
平成２８年４月１日から 

平成２９年３月３１日まで 

④ 契 約 の 概 要 

首都圏等からの移住を促進するため、移住に必要な情報をワンスト

ップで提供する「生涯活躍のまち移住促進センター」に「雫石町ブ

ース」を設置し、一人ひとりの希望に応じた相談体制を構築する。 

⑤ 契 約 の 相 手 方 

東京都中央区八重洲１－５－１５ 田中八重洲ビル５階 

一般社団法人 生涯活躍のまち推進協議会 

 会 長  雄 谷  良 成 

⑥ 契 約 金 額 
金 ８,５５３,６００円 

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額金６３３,６００円） 

⑦ 
随意契約とした 

根 拠 条 項 
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定による 

⑧ 
随意契約とした 

理 由 

本業務においては平成２７年度からの継続であり、当該事業者以外

に個別に首都圏において相談拠点を有する事業者がなく、性質上競

争入札に適さないため。 

⑨ 
随意契約の相手方 

を選定した理由 

当該事業者は、同センターの開設者であり、移住相談対応の実績も

あり、昨年度の業務委託に際し良好な対応が認められ、信頼できる

事業者であると判断されるため。 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 平成２８年４月１日 ９時００分 

予定価格（税込） ８,５５３,６００円 予定価格（税抜） ７,９２０,０００円 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

一般社団法人 生涯活

躍のまち推進協議会 
７，９２０，０００円 円 決定 

    

    

    

⑪ 発 注 担 当 課 企画財政課 

 



（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

① 件 名 雫石町中央公民館舞台・大会議室機構設備保守点検業務委託 

② 契 約 日 平成２８年 ４月 １日 

③ 契 約 期 間 
平成２８年 ４月 １日から 

平成２９年 ３月３１日まで 

④ 契 約 の 概 要 舞台・大会議室の機構設備に係る定期及び臨時保守点検 

⑤ 契 約 の 相 手 方 
株式会社松村電機製作所 東北支店 

 支店長 元臼 弘和 

⑥ 契 約 金 額 
金９２８，８００円 

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額金６８，８００円） 

⑦ 
随意契約とした 

根 拠 条 項 
地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号の規定による 

⑧ 
随意契約とした 

理 由 

特殊な技術を必要とする業務であり、特定の者と契約を締結しなけ

れば契約の目的を達することができないため 

⑨ 
随意契約の相手方 

を選定した理由 

保守の主となる設備が自社製品であることから、緊急時の部品調達

等で早急な対応が可能であり、また対象物件の円滑な運用及び保守

点検業務に必要な知識、技術、経験及び実績を有しているため 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 平成２８年 ４月 １日   １４時２０分 

予定価格（税込） 928,800 円 予定価格（税抜） 860,000 円 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

株式会社松村電機 
製作所東北支店 

860,000 円 円 決定 

丸茂電機株式会社 
仙台営業所 

980,000 円 円  

 円 円  

 円 円  

 円 円  

⑪ 発 注 担 当 課 雫石町教育委員会 生涯学習課 

 

  



（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

① 件 名 雫石町中央公民館舞台照明設備保守点検業務委託 

② 契 約 日 平成２８年 ４月 １日 

③ 契 約 期 間 
平成２８年 ４月 １日から 

平成２９年 ３月３１日まで 

④ 契 約 の 概 要 舞台照明設備に係る定期及び臨時保守点検 

⑤ 契 約 の 相 手 方 
東芝エルティーエンジニアリング株式会社 

 東北営業所 所長 土屋 一昭 

⑥ 契 約 金 額 
金８６４，０００円 

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額金６４，０００円） 

⑦ 
随意契約とした 

根 拠 条 項 
地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号の規定による 

⑧ 
随意契約とした 

理 由 

特殊な技術を必要とする業務であり、特定の者と契約を締結しなけ

れば契約の目的を達することができないため 

⑨ 
随意契約の相手方 

を選定した理由 

保守の主となる設備が自社製品であることから、緊急時の部品調達

等で早急な対応が可能であり、また対象物件の円滑な運用及び保守

点検業務に必要な知識、技術、経験及び実績を有しているため 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 平成２８年 ４月 １日   １４時１０分 

予定価格（税込） 864,000 円 予定価格（税抜） 800,000 円 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

東芝ｴﾙﾃｨｰｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
株式会社東北営業所 

800,000 円 円 決定 

 円 円  

 円 円  

 円 円  

 円 円  

⑪ 発 注 担 当 課 雫石町教育委員会 生涯学習課 

 

  



（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

① 件 名 雫石町中央公民館舞台設備操作業務委託 

② 契 約 日 平成２８年 ４月 １日 

③ 契 約 期 間 
平成２８年 ４月 １日から 

平成２９年 ３月３１日まで 

④ 契 約 の 概 要 

・舞台機構、照明、音響設備及び器具の操作 

・上記の施設設備に付属する一切の機材の仕込み及び撤収作業 

・舞台準備等に係る打ち合わせ 

⑤ 契 約 の 相 手 方 
株式会社盛岡舞台総合研究所 

 代表取締役 工藤 末三郎 

⑥ 契 約 金 額 

総支出見込額 金５，８４９，８２０円 

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額金４３３，３２０円） 

※単価契約 

設備操作員@24,840 円（うち消費税額及び地方消費税額 1,840 円） 

準備打合せ@12,420 円（うち消費税額及び地方消費税額 920 円） 

⑦ 
随意契約とした 

根 拠 条 項 
地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号の規定による 

⑧ 
随意契約とした 

理 由 

特殊な技術を必要とする業務であり、特定の者と契約を締結しなけ

れば契約の目的を達することができないため 

⑨ 
随意契約の相手方 

を選定した理由 

特殊な技術、知識、経験及び実績を有しているおり、かつホールの

利用申し込みに迅速に対応できる者であるため 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 平成２８年 ４月 １日   １３時２０分 

予定価格（税込） 6,105,000 円 予定価格（税抜） 5,652,778円 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

株式会社 
盛岡舞台総合研究所 

5,416,500 円 円 決定 

株式会社 
アクト・ディヴァイス 

7,293,000 円 円  

 円 円  

 円 円  

 円 円  

⑪ 発 注 担 当 課 雫石町教育委員会 生涯学習課 



（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

① 件 名 雫石町中央公民館吹奏楽教室楽器購入 

② 契 約 日 平成２８年 ４月 １日 

③ 契 約 期 間 契約締結の日から３０日以内 

④ 契 約 の 概 要 

・吹奏楽教室実施に必要な楽器一式の購入 

 フルート×１、トロンボーン×１、ビブラフォン×１、 

 コントラバス×１、ティンパニ×３ 

⑤ 契 約 の 相 手 方 
有限会社伊藤楽器店 

 代表取締役 伊藤 賢二 

⑥ 契 約 金 額 
金１，１５０，２００円 

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額金８５，２００円） 

⑦ 
随意契約とした 

根 拠 条 項 
地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号の規定による 

⑧ 
随意契約とした 

理 由 

購入物品が楽器であることから、アフターケアやメンテナンス等が

必要になった際に、専門的知識が必要とされること及び毎週開催の

講座であることから、不具合等が発生した際に迅速な対応ができる

者でなければならないため 

⑨ 
随意契約の相手方 

を選定した理由 

過去に当館の楽器修繕、ピアノ保守・調律等の実績のある業者であ

り、近隣で多種多様な楽器を専門に取り扱っている業者であるため 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 平成２８年 ４月 １日   １７時００分 

予定価格（税込） 1,151,280 円 予定価格（税抜） 1,066,000円 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

有限会社 
伊藤楽器店 

1,065,000 円 円 決定 

株式会社 
東山堂 

1,126,250 円 円  

 円 円  

 円 円  

 円 円  

⑪ 発 注 担 当 課 雫石町教育委員会 生涯学習課 

 



（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

① 件 名 平成28年度町道補修用原材料購入単価 

② 契 約 日 平成 28 年 4 月 11 日 

③ 契 約 期 間 
平成 28 年 4 月 11 日から 

平成 29 年 3 月 31 日まで 

④ 契 約 の 概 要 砂利道の町道を整正するため、砕石を購入するもの。 

⑤ 契 約 の 相 手 方 

岩手県岩手郡雫石町川原22番地１ 

雫石砂利工業株式会社 

代表取締役 村上史佳 

⑥ 契 約 金 額 

砕石40㎜以下2,538円（内消費税額及び地方消費税額188円） 

再生砕石40㎜以下1,998円（内消費税額及び地方消費税額148円） 

再生砕石80㎜以下2,052円（内消費税額及び地方消費税額152円） 

不洗い砂（砂質土）2,322 円（内消費税額及び地方消費税額 172 円） 

⑦ 
随意契約とした 

根 拠 条 項 

地方自治法施行令第167条の２第１項第２号及び雫石町営建設工事

等の契約に係る指名競争入札及び随意契約事務処理要領第４第２

号アの規定による 

⑧ 
随意契約とした 

理 由 

特定のものと契約しなければ購入できず、目的が達成できないた

め。 

⑨ 
随意契約の相手方 

を選定した理由 

町内業者で当該材料の取扱い業者であること。また、過去の実績か

ら安定供給できる者を選定した。 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 平成 28 年 4 月 11 日   11 時 30 分 

予定価格（税込） 

砕石40㎜以下2,592円 

再生砕石40㎜以下2,052円 

再生砕石80㎜以下2,052円 

不洗い砂(砂質土) 2,376 円 

予 定 価 格

（ 税 抜 ） 

砕石40㎜以下2,400円 

再生砕石40㎜以下1,900円 

再生砕石80㎜以下1,900円 

不洗い砂(砂質土) 2,200 円 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

雫石砂利工業 

砕石40㎜以下2,350円 

再生砕石40㎜以下1,850円 

再生砕石80㎜以下1,900円 

不洗い砂(砂質土) 2,150 円 

円 決  定 

⑪ 発 注 担 当 課 地域整備課 

 



（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

① 件 名 地域おこし協力隊パーソナルコンピュータ賃貸借等 

② 契 約 日 平成２８年４月１８日 

③ 契 約 期 間 
平成２８年６月１日から 

平成３１年５月３１日まで 

④ 契 約 の 概 要 ノートパソコン、モバイルルータ各４台の賃貸借（３年リース） 

⑤ 契 約 の 相 手 方 

岩手県盛岡市本宮六丁目３２番３０号 

株式会社 リードコナン 

代表取締役 伊東 晃郎 

⑥ 契 約 金 額 

（１）パーソナルコンピュータ等賃貸借料（１台１ヵ月あたり） 

金６，４８０円（うち消費税額及び地方消費税額金４８０円） 

※総額９３３，１２０円（６，４８０円×４台×３６ヵ月） 

（２）インターネット回線使用料（１回線１ヵ月あたり） 

金２，９４３円（うち消費税額及び地方消費税額金２１８円） 

※総額４２３，７９２円（２，９４３円×４回線×３６ヵ月） 

⑦ 
随意契約とした 

根 拠 条 項 
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号の規定による 

⑧ 
随意契約とした 

理 由 

 パーソナルコンピュータ等賃貸借料とインターネット接続料の

２つの価格や機器の性能を勘案し、最も有利な条件を提示した者を

契約者とする必要があるため。 

⑨ 
随意契約の相手方 

を選定した理由 
ＯＡ機器取扱い業者 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 平成２８年４月１８日（月） １３時００分 

予定価格（税込） 
（１）６，６８９円 

（２）２，９４３円 
予定価格（税抜） 

（１）６，１９４円 

（２）２，７２５円 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

(株)アイシーエス 
（１）８，５７５円 

（２）２，７６０円 
円  

エクナ(株) ― 円 辞 退 

(株)システムベース ― 円 辞 退 

(株)リードコナン 
（１）６，０００円 

（２）２，７２５円 
円 決 定 

リコージャパン(株) ― 円 辞 退 

⑪ 発 注 担 当 課 企画財政課 



（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

① 件 名 雫石町移住促進ＰＲ動画作成業務委託 

② 契 約 日 平成２８年４月１９日 

③ 契 約 期 間 
平成２８年４月１９日から 

平成２９年３月１５日まで 

④ 契 約 の 概 要 雫石町の認知度を高め、移住を促進するＰＲ動画の作成業務 

⑤ 契 約 の 相 手 方 

岩手県盛岡市菜園１－３－６ 農林会館６Ｆ 

株式会社マエサク 

代表取締役 大沼 慎一 

⑥ 契 約 金 額 
金７，１５８，２４０円 

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額金５３０，２４０円） 

⑦ 
随意契約とした 

根 拠 条 項 
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定による 

⑧ 
随意契約とした 

理 由 

 移住促進を目的とした雫石町の認知度向上のためには、「心に残

るＰＲ動画」の作成が必要である。 

 動画の良否は、視聴者によって判断は分かれるものであるが、既

にその作品において受賞歴がある者は、多くの視聴者に「良」と判

断される作品を制作できる可能性が高い。 

 また、受賞歴とともに、その作品が注目を集めた者が制作した動

画であれば、話題性もあり、委託目的である町の認知度向上が見込

まれるため。 

⑨ 
随意契約の相手方 

を選定した理由 

 上記の観点で業者を選定した場合、株式会社マエサクは、岩手県

内で書店や音楽・英語教室を展開する東山堂（盛岡市中ノ橋通１）

のＣＭを制作し、そのＣＭが「第１８回アジア太平洋広告祭（ＡＤ

ＦＥＳＴ）２０１５」で広告賞（フィルム部門の銀賞）を受賞した。

地方の制作会社の受賞は異例であるとして、その話題性は非常に高

い。 

 また、その作品も「泣けるＣＭ」として評価が高く、盛岡市にあ

る会社でもあることからも、雫石の魅力を存分に発揮した動画の制

作が期待できるため。 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 平成２８年４月１９日（火） ９時００分 

予定価格（税込） ７，１５８，２４０円 予定価格（税抜） ６，６２８，０００円 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

株式会社マエサク ６，６２８，０００円 円 決 定 

 円 円  

 円 円  

⑪ 発 注 担 当 課 企画財政課 

 



 

（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

①  件 名 世界アルペン記念公園樹木等維持管理業務委託 

②  契 約 日 平成２８年 ４月１９日 

③ 契 約 期 間 
平成２８年 ４月２０日から 

平成２９年 ３月３１日まで 

④ 契 約 の 概 要 世界アルペン記念公園の芝生、樹木、外周の維持管理業務 

⑤ 契 約 の 相 手 方 
雫石町丸谷地３６番地１ 

小岩井農産株式会社 代表取締役 鈴木 武義 

⑥ 契 約 金 額 
金 3,186,000 円 

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額金 236,000 円） 

⑦ 
随意契約とした 

根 拠 条 項 
地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号の規定による 

⑧ 
随意契約とした 

理 由 

樹木等の維持管理上、相当の知識と技術を有し、現場の状況に精通し

た業者に施行させる必要があるため。 

⑨ 
随意契約の相手方 

を選定した理由 

造園施工管理技士または荘園技能士１級もしくは２級の資格を有する

者がいる業者。 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 平成 28 年 4 月 18 日   13 時 20 分 

予定価格（税込） 3,186,000 円 予定価格（税抜） 2,950,000 円 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

(有)伊忠園 3,200,000 円 円  

小岩井農産(株) 3,000,000 円 2,950,000 円 決定 

(株)上の島 3,300,000 円 円  

(有)豊香園 3,250,000 円 円  

(一社）雫石町ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ 3,300,000 円 円  

⑪ 発 注 担 当 課 地域整備課 

 

  



（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

① 件 名 葛根田川水辺公園維持管理業務委託 

② 契 約 日 平成２８年 ４月１９日 

③ 契 約 期 間 
平成２８年 ４月２０日から 

平成２８年１１月３０日まで 

④ 契 約 の 概 要 葛根田川水辺公園の維持管理業務（草刈、清掃） 

⑤ 契 約 の 相 手 方 
雫石町西根上葛根田４１番地１ 

特定非営利活動法人 リヴァーパーク葛根田 

⑥ 契 約 金 額 
金 1,926,720 円 

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額金 142,720 円） 

⑦ 
随意契約とした 

根 拠 条 項 
地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号の規定による 

⑧ 
随意契約とした 

理 由 

草刈り等の公園維持管理能力を有し、現場の状況等に精通している者

と契約する必要があるため。 

⑨ 
随意契約の相手方 

を選定した理由 

草刈等の公園維持管理能力を有する雫石町内の業者及び特定非営利活

動法人等４者を選定した。 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 平成 28 年 4 月 18 日   13 時 10 分 

予定価格（税込） 1,928,016 円 予定価格（税抜） 1,785,200 円 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

（有）伊忠園 2,450,000 円 円  

小岩井農産（株） 2,400,000 円 円  

NPO ﾘｳﾞｧｰﾊﾟｰｸ葛根田 1,784,000 円 円 決定 

(一社）雫石町ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ 2,400,000 円 円  

 円 円  

⑪ 発 注 担 当 課 地域整備課 

 



（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

① 件 名 竜川河川公園樹木等維持管理業務委託 

② 契 約 日 平成２８年 ４月１９日 

③ 契 約 期 間 
平成２８年 ４月１９日から 

平成２８年１１月３０日まで 

④ 契 約 の 概 要 竜川河川公園の維持管理業務（芝生・樹木管理、清掃） 

⑤ 契 約 の 相 手 方 
雫石町丸谷地３６番地１ 

小岩井農産 株式会社 

⑥ 契 約 金 額 
金 2,646,000 円 

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額金 196,000 円） 

⑦ 
随意契約とした 

根 拠 条 項 
地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号の規定による 

⑧ 
随意契約とした 

理 由 

樹木等の維持管理上、相当の知識と技術を有し、現場の状況に精通し

た業者に施行させる必要があるため。 

⑨ 
随意契約の相手方 

を選定した理由 

造園施工管理技士または造園技能士１級もしくは２級の資格を有

する者がいる業者。 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 平成 28 年 4 月 18 日   13 時 00 分 

予定価格（税込） 2,664,360 円 予定価格（税抜） 2,467,000 円 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

(有)伊忠園 2,600,000 円 円  

小岩井農産(株) 2,450,000 円 円 決定 

(株)上の島 2,550,000 円 円  

(有)豊香園 2,580,000 円 円  

(一社）雫石町ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ 2,700,000 円 円  

⑪ 発 注 担 当 課 地域整備課 

 

  



（随意契約関係様式１） 

随意契約結果及び契約内容 

① 件 名 フラワーロード植栽管理等委託 

② 契 約 日 平成２８年 ４月２８日 

③ 契 約 期 間 
平成２８年 ５月 １日から 

平成２９年 ３月３１日まで 

④ 契 約 の 概 要 
道路管理者の協力を得ながら、交通の妨げとならないよう植栽準備

や植栽後の適切な維持管理を行うため。 

⑤ 契 約 の 相 手 方 
雫石町西根上葛根田４１番地１ 

特定非営利活動法人 リヴァーパーク葛根田 

⑥ 契 約 金 額 
金 2,268,000 円 

（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額金 168,000 円） 

⑦ 
随意契約とした 

根 拠 条 項 
地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号の規定による 

⑧ 
随意契約とした 

理 由 

植栽等の維持管理上、相当の経験と知識を有し、現場の状況に精通し

た業者に施行させる必要があるため。 

⑨ 
随意契約の相手方 

を選定した理由 

非営利活動を通じて、まちづくりの推進や環境保全活動などを行って

いる業者で、ともに過去に本業務の受注実績があるため。 

⑩ 予定価格、見積参加者及び見積金額等 

開 札 日 時 平成 28 年 4 月 28 日   8 時 45 分 

予定価格（税込） 2,268,000 円 予定価格（税抜） 2,100,000 円 

見 積 参 加 者 第 １ 回 第 ２ 回 摘 要 

特定非営利活動法人 

しずくいし 
辞退 円  

特定非営利活動法人 

ﾘｳﾞｧｰﾊﾟｰｸ葛根田 
2,199,000 円 2,100,000 円 決定 

 円 円  

 円 円  

 円 円  

⑪ 発 注 担 当 課 地域整備課 

 


